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１ 認定取消に該当する事項

認定要領「第８ 改善計画の認定の取消し」に規定する次の事項に１つでも該当する場

合は，認定を取り消すことができる。

ただし，天災等不可抗力によるものであって，やむを得ないと認めたときは，この限り

ではない。

（１）改善措置の目標における事業量，雇用量及び労働生産性の目標値に対して，実績が

７割に達しない場合(認定要領第8の1(1))

なお，認定要領第６の１の規定に基づく改善計画の変更の認定を受けた場合は，変

更後の目標値とする。

（２）第４の１の各号の認定基準を満たさなくなったと認められる場合（認定要領第8の1

(2))

（３）改善措置を実施する見込みがなくなったと認められる場合（認定要領第8の1(3)）

（４）法令違反，不正行為，公益に反する事実等が確認された場合

（認定要領第8の1(4)）

なお，上記に係る運用方針については，別表のとおりとする。

２ 認定取消を判断する時期

認定取消に該当する前項の（１）及び（２）について判断する時期は，計画期間の目標

年次（５年次）とする。

３ 認定取消の手順

別紙のとおり

４ 認定取消後の取扱い

認定取消の日の翌日から起算して１年間は改善計画の認定を行わない。

５ その他

上記２のただし書き，「天災等不可効力」については，豪雨や台風等による道路災害等

により現場作業に著しく支障を来した場合などやむを得ない事由があった場合とする。

６ 適用

この運用は，平成２４年３月３０日から適用する。

この運用は，平成３０年４月 １日から適用する。



（別表）

表１ 認定取消に該当する事項（要領第８の１）
取消に該当する事項 運用方針

（１）改善措置の目標における事業量，雇用量及 ① 事業量
び労働生産性の計画期間の目標年次（５年次） 「生産」（注１），「造林」，「上記以外の林業」のそれ
の目標値に対して，実績が７割に達しない場 ぞれの計がいずれも７割に達しない場合
合 ② 雇用量

「生産」，「造林」及び「その他」の合計が７割に
達しない場合
③ 労働生産性 定めない。

（２）第４の１の各号の認定基準を満たさなくな ① 表２のとおり
ったと認められる場合

（３）改善措置を実施する見込みがなくなったと ① 廃業，転業した場合
認められる場合 ② 実施状況報告を出さない場合

③ 改善計画の内容を実行しない場合 など

（４）法令違反及び不法行為，その他公益に反す ① 重大な法令違反及び悪質な不正行為，その他公

る事実等が確認された場合 益に反する事実等が確認された場合

② 文書による行政指導を受け，是正措置を講じな

い場合

表２ 認定基準（要領第４の１）
認定基準 運用方針

１ 次に記載する認定基準の全てを満たすこと。
（１）計画の終期において通年雇用者（年間 ① 年度途中の採用者等については，雇用契約にお
１８０日以上）を５名以上有し，賄える事 いて雇用期間の定めがなく，かつ，通年的に年間
業量が計画されていること。 １８０日以上雇用すると認められる者は，通年雇

用者と見なす。
（２）改善措置の目標が現状（注2）より向上する ① 次のいずれかに該当すること。
ものであること。 ア 事業量

「生産」，「造林」又は「上記以外の林業」の計
について，主たる事業が現状を上回ること。
イ 雇用量
「生産」，「造林」，「その他」の合計が現状を上
回ること。

② 労働生産性 定めない。
③ 林業現場作業職員数 定めない。

（３）改善計画が申請者の経営能力，資金計画 ① 総合的に判断
等を総合的にみて実現性が高いこと。

（４）改善計画の内容が雇用管理の改善及び事 ① 同左
業の合理化の中からそれぞれ１つ以上の改
善措置について取り組まれていること。
なお，募集・採用の改善については，他

の雇用管理の改善と併せて取り組まれてい
ること。

（５）改善措置の内容が労働基準法その他の労 ① 常時１０人以上の労働者を使用する場合に就業
働基準関係法令に適合すること。 規則を作成していることなど

（６）基本計画に照らして適切であること。 ① 「概ね」は３０％の減少まで認める。
ア 計画の終期において，雇用する林業労働 ② ５２％以上であること。
者に対する通年雇用者の割合が概ね７５％
以上であること。（運用２の（１））
イ 計画の終期において，通年雇用者に対す ① 「概ね」は３０％の減少まで認める。
る月給制の割合が概ね３０％以上であるこ ② ２１％以上であること。
と。（運用２の（２））
ウ 前項ア及びイの要件の全てを満たしてい ① 雇用者は，通年雇用者とする。
る場合は，雇用者又は事業量が１割以上増 ② 事業量は，「生産」又は「造林」の計につい
となる計画であること。（運用２の（３）） て，主たる事業が現状に対して１０％以上増とな

ること。
（７）林業労働者の委託募集に際し，林業労働 ① 総合的に判断
者の利益に反しないものであること。

（８)－１ 雇用管理者が選任されていること。 ① 同左
（８)－２ 林業労働者を雇い入れたときは，当 ① 雇用に関する文書を交付していること。

該林業労働者に対して，雇用に関する
文書の交付をすることとしていること。

注１： 平成２３年９月３０日以後に認定された改善計画については，「生産」は「素材生産業」，「造林」は「造林業」，「そ
の他」は「上記以外の林業」と読み替える。

注２： 現状とは，改善計画の様式２の２（４）に記載している事業内容である。



（別紙）

改善計画認定から取消しに至る手順

① 認定事業主は，毎事業年度毎に「改善措置実施状況報告」を支援センターに提出

② 主に支援センターが改善指導。必要に応じて地域振興局・支庁と連携

③ ５年次までに「事業量」，「雇用量」，「労働生産性」の目標値を３割を超えて減じ

る場合は，必要に応じて変更計画の作成を指導

④ 認定事業主は，必要に応じて変更計画を申請

⑤ 認定事業主は，５年次の実績を森林経営課に報告

⑥ 報告数値に基づき，書類審査。必要に応じて実地審査・意見聴取

⑦ 取消事項に該当した場合は，取消通知を送付

⑧ 認定事業主は，３か月以内に審査請求をすることができる

⑨ 認定が取り消された場合は，１年間認定を行わない。

＜改善計画の指導・認定の取消しの流れ＞

④変更計画認定

⑤５年次実績(見込)報告

⑥実地審査・意見聴取

⑦取消通知

⑧審査請求（３か月以内）

④変更申請

①実施状況報告 ②指導

④変更申請進達 （毎年次） ③（変更計画）

②指導

②連携

地域振興局

・支庁

認定事業主森林経営課

支援センター


